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１．関係法令（抜粋） 
 

 

行政機関が行う政策の評価に関する法律（抄）（平成 13 年６月 29 日法律第 86 号） 

 

第四条（政策評価の結果の取扱い） 

   政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところに

よるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってそ

の総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な

活用を図るように努めなければならない。 

 

 

政策評価に関する基本方針の改定について（抄）（平成 17 年 12 月 16 日閣議決定） 

 

７ 政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項 

  政策評価の結果については、各行政機関において、政策評価の結果が政策の

企画立案作業（予算要求（定員等を含む。）、法令等による制度の新設・改廃

といった作業）における重要な情報として適時的確に活用され、当該政策に適

切に反映されるようにする必要がある。このため、各行政機関の実情に応じて、

政策評価担当組織が中心となって、政策の所管部局等における政策評価の結果

の取りまとめや当該結果の政策への反映を推進するとともに、予算、法令等の

取りまとめ部局との間の連携を確保するなど、政策評価の結果の政策への反映

の実効性を高めるための仕組み等を設けるものとし、その内容については、基

本計画において示すものとする。 

また、政策評価と予算・決算の連携を強化するため、関連する閣議決定等の

趣旨を踏まえ、必要な取組を進めるものとする。 

 

 

政策評価に関する基本計画（抄）（平成 17 年３月財務省） 

 

八 政策評価の結果の政策への反映に関する事項 

第２ 財務省が財政当局となっている分野（予算・税・財政投融資） 

 財務省が財政当局となっている分野（予算・税・財政投融資）においては、

予算編成等の過程において、各府省の政策評価の結果の適切な活用を図るよう

努めるものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.主計局説明資料 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

≪活用事例≫ 
文部科学省 大学知的財産本部整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，９５５百万円 

   （対前年度比３７０百万円増） 

（概要、成果目標） 

｢知｣の源泉である大学等における知的財産の戦略的かつ組織的な創出・管理・活用を進

めるため、全学的な知的財産の管理・活用を図る「大学知的財産本部」を整備し、知的財産

の活用による社会貢献を目指す大学づくりを推進する。 
 

○成果目標 

・大学発特許取得件数を、10年間で15倍にする。 

・大学発特許実施件数（大学の機関帰属）を、5年後に1,000件に増加させる。  

○成果目標を達成するための手段 

大学における知的財産の管理・活用体制の整備など政策を構成する事務事業の遂行 

○成果目標の達成度合いの事後的な評価方法及び達成状況 

・特許取得件数…17年度における想定基準【703件】→【282件】（速報値） 

・特許実施件数…17年度における想定基準【511件】→【1,200件】（速報値） 

・民間等との共同研究件数（参考指標）…【11,363件】（速報値）（昨年度比1,985件増） 

 

【政策評価の活用状況】 

本事業については、特許収入等の増加による大学の経営基盤強化や大学改革の観点か

らも、必要性や有効性が認められる。また、成果目標の達成状況も概ね良好である。他方、

効率性の面からは、特許出願の絞込みや出願に伴う弁理士費用の削減への取り組みが必

要である。 

査定にあたっては、新規事業（国際的な産学官連携の推進）について、国際競争力の強

化の必要性から、一部を認めるが、既存事業において、各大学の特許取得件数の達成状

況などの事業評価を踏まえ、引き続き効果の低い大学については知的財産の管理・活用体

制の整備に係る経費を削減するなどメリハリ付けを行うこととする。 
 

※本事業は、施策「科学の発展と絶えざるイノベーションの創出」を構成する事務事業の１つ。 

                     （計数については、精査の結果、異動を生じる場合がある。） 

◆ 政策評価の活用状況 

平成 19 年度予算編成における政策評価の活用

○ 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」において、行政機関は、政策効果を把

握し、必要性、効率性又は有効性等の観点から、自ら評価するとともに、評価結果

を政策に適切に反映するほか、予算の作成等に当たり適切な活用を図るように努め

なければならないとされている。政策評価結果の活用状況は以下のとおりである。 

○  予算の重点化・効率化を図るべく、概算要求に当たり、各府省に対し、施策の必要

性、効率性、有効性に加えて、成果目標とその達成手段、事後的な評価方法等を記

載した「施策等の意図・目的等に関する調書」（「政策評価調書」）の提出を求め、政

策評価の結果を予算編成に適切に活用。 
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今後は、予算・決算と政策評価の政策評価の連携を強化するため、「基本方針2006」に

沿って、政策ごとに予算と決算を結びつけ、予算とその成果を評価できるよう、予算書・決算

書の表示科目と政策評価の単位を原則として対応させる方向で、予算書・決算書の見直し

を検討中。 

◆ 今後の方向性 
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経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(抄)

平成１８年７月７日 

閣 議 決 定 

 

 

第３章 財政健全化への取組 

 

２．「簡素で効率的な政府」への取組 

（予算制度改革） 

 

また、政策ごとに予算と決算を結び付け、予算とその成果を評価でき

るようにする仕組みについて、引き続き予算書・決算書の見直しを行

い、平成２０年度予算を目途に実施する。 
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３.主税局説明資料 



平成１９年度税制改正における政策評価の活用 

 

１．政策評価の活用状況 

○ 税制改正に当たっては、各府省から提出される「税制改正要望書」にお

いて、要望事項の政策目的、必要性、手段としての適正性、これまでの効

果等の記載を求めている。 

○ また、各府省からのヒアリング等においても、「税制改正要望書」で示さ

れた各府省の政策評価を踏まえ、政策目的、これまでの効果等をさらに吟

味するなど、政策評価と租税特別措置の見直し等との連携を強化する観点

から、各府省の政策評価の結果の活用を図っている。 

 

○ 平成１９年度税制改正においては、例えば、製造過程管理高度化設備等

の特別償却について、延長の要望（別添１）があったが、これまでの政策

効果として示された適用実績が低調であることを踏まえ、要望省庁と議論

を行い、廃止することとした。 

 

○ 租税特別措置は項目数の増減のみに着目して評価を行うべきものではな

いが、企業関係租税特別措置については、その整理・合理化の状況の累年

比較（別添２）を公表しており、１９年度においては、７件の措置の廃止

等を行うとともに、１３件の措置の縮減を行っており、平成元年度には８

１件であったものが、１９年度では６１件に減少している。 

 

２．今後の課題 

○ 今後とも、租税特別措置について、その政策目的、手段としての適正性、

これまでの効果等を十分に吟味し、整理・合理化を進める必要があると考

えており、引き続き、各府省の政策評価の結果の活用を図ってまいりたい。 
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４.関税局説明資料 



 

 

 

 

 

○ 関税改正に当たっては、国内外の経済情勢の変化等に対応するため、毎年度、関係省

庁から関税改正要望書の提出を受けてヒアリングを実施しつつ、関税率及び関税制度に

ついて見直しを行っている。 

 

○ 関税改正要望書においては、政策評価制度の趣旨を踏まえ、従来より、政策目的、施

策の必要性、要望の措置の適正性等についての記載を求めてきたところである。 

 

○ 関税改正要望書は、新規施策と既存措置の延長に分けて記載項目を設けており、その

概要は以下のとおりとなっている。 

《 新 規 施 策 》 ・改正措置要望の理由、必要性、具体的な効果（政策目的、要望の適

正性等） 

・改正措置要望の対象となる物品・産業の状況、関税以外の施策 等 

《既存措置の延長》 ・当該措置の政策効果 

・延長の必要性、今後の延長可能性 等 

 

 

 

 

 

○ 関税改正の検討の際には、関税改正要望書において措置の必要性等の記載内容が客観

的事実に基づき論理的に積み上げられているかという点等を確認しつつ、措置によって実

現される具体的な効果を重視するとともに、ヒアリング過程において追加資料の提出及び

説明を求め、改正作業に活用した。 

 

（関税改正要望の例）沖縄型特定免税店制度の適用期限の延長［内閣府、経済産業省］ 

 

① 当該措置の政策効果 

・ 現行の沖縄型特定免税店制度の創設以降、沖縄県を訪れる観光客数は順調に伸びてお

り、平成 17 年は過去最高の 550 万人を記録したところ。特に、平成 16 年 12 月の空港

外店舗の開店以降、平成 17 年の観光客１人当たりの県内消費額（72,421 円）は対前年

比 2.7％増となっており、うち、土産費（18,653 円）が対前年比 17.2％増となってい

平成１９年度関税改正における政策評価の活用について 

政策評価資料（関税改正要望書）の概要 

政策評価の活用状況 
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ることから、特定免税店を中心とするリゾートショッピングの進展による効果が大きい

ものと考えられる。 

② 延長の必要性 

・ 本制度は、沖縄県の歴史等、その特殊事情を踏まえ、沖縄県の観光振興を図ることを

目的に創設されたものであるが、米国における同時多発テロ、地震・津波等の自然災害

により低迷していた海外旅行者数も回復基調にあることから、今後、ハワイや東南アジ

ア等の海外のリゾート地との競合がさらに激しくなることが予想される。 

・ 本制度の延長により、沖縄県を訪れる観光客の 35.4％が楽しんでいるショッピング

観光の魅力を向上させ、海外リゾート地との競争力を高めることを通じて、沖縄県の自

立型経済の構築に向けて観光収入の増大や観光客の増加を図る必要がある。 

③ 延長を行わなかった場合の影響 

・ 本制度の延長を行わない場合、特定免税店が沖縄県から撤退することが予想されるこ

とから、沖縄県の観光地としての魅力が低下し、観光客数の減少や県内消費額の低下に

つながり、沖縄県の基幹産業である観光産業が停滞するおそれがある。 

④ 当該制度の今後の延長可能性 

・ 世界情勢の安定化等と相まって、今後、ハワイや東南アジア等の海外リゾート地との

競合がさらに激しくなることが予想されることから、引き続き本制度は必要であると考

えている。 

 

○ このような要望及びその後のヒアリング過程における精査・検討の結果、本制度の延

長の必要性が十分に認められること等から、沖縄型特定免税店制度について、適用期限

を５年間延長することとした。 

 

 

 

 

 

○ 各省庁から提出される関税改正要望書の記載内容については、施策の目的・必要性等

についての記述は充実したものとなってきている。 

 

○ 今後とも、施策の効果を客観的基準に基づいて検証するための指標等の提示を求めつ

つ、その積極的な活用を進め、毎年度の関税改正作業をより精緻なものにしていくこと

としたい。 

今後の課題 

11



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.理財局説明資料 



  

 

 

 

 

 

 

１．要求官庁・機関の政策評価の実施状況 

  

財投計画編成に当たっては、従来より、要求時において、各省庁から財投要求額（総

額ベース）につき、施策の意図・目的、施策の必要性等に関する政策評価の提出がな

されてきたところであるが、17 年度財投計画編成に当たっては、政策評価の一層の活

用を図るべく、初めて、個別要求制度毎に政策評価を実施するよう求め、18 年度財投

計画編成に当たっては、17 年度において実施した個別要求制度毎の政策評価のプロセ

スを、あらかじめ定型化したフォーマットにおいて統一的に実施することとしたとこ

ろである。 

19 年度財投計画編成に当たっては、これまでの取組みを継続することとし、各省庁・

機関からは相当数の政策評価が提出されたところである。 

 

 

２．政策評価の活用状況 

  

19 年度財投計画においては、資産・債務改革において国の資産規模の対ＧＤＰ比半

減が目標とされていること等を踏まえ、対象事業の一層の重点化・効率化に努めた結

果、総額は 14.2 兆円と、前年度比▲5.6％、ピーク時の約３分の１の規模にまで縮減

したところである。 

この 19 年度財投計画の編成過程における政策評価の活用状況の具体例を冊子とし

て配布させて頂いた。主な活用例は以下のとおり。 

 

 

（１）国民生活金融公庫、中小企業金融公庫 

 

 

【新企業育成貸付／再チャレンジ支援融資（再挑戦支援資金）】

（新規） 

 倒産・廃業を経験した者の再起業のために必要な資金を融資する制度

 

（各省庁・機関 

の政策評価） 

① 民業補完性 

一度事業に失敗した廃業者等は、民間金融機関にとっては貸付対象とし

てリスクが高いなどの理由により資金調達能力が低いため、努力する意欲

はあるが、困難な状況に直面している。したがって、再チャレンジ支援を

するために政府系金融機関が資金供給を補完することが必要である。 

 

平成 19 年度財政投融資計画編成 

における政策評価の活用 
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② 有効性 

再挑戦者は一般的に信用力に劣ると看做されることが多く、民間金融機

関による金融サービスを十分に享受できる状況にはないのが実情である。

このような状況を踏まえ、努力する意欲はあるが、困難な状況に直面して

いる人の再チャレンジ支援のため、一旦失敗した起業者を門前払いせず、

経営者の資質や事業の見込み等に基づく融資制度として「再チャレンジ支

援融資制度」を創設することは有効である。 

 

③ その他（財務の健全性への影響等） 

審査にあたっては、長年にわたる創業間もない企業や中小企業に対する

融資で蓄積してきたデータや審査能力を活用して入念な審査を行っている

ため、償還確実性は確保されている。また、本制度は成功要件の達成度合

いにより金利を決定する「成功払い型スキーム」を導入することとしてお

り、これによって、リスクが高いと見なされる再挑戦者の資金調達を円滑

化することが可能となる。 

 

（政策評価を活

用した 19 年度

財投計画編成） 

 施策の重要性とともに民業補完性及び有効性等を勘案し、廃業歴のある

起業者を対象とした融資の枠組みの創設を認めることとした。 

今後も、引き続き、本制度の民業補完性、財務の健全性を含めて事業効

果につき検証していく必要がある。 

 

 

 

（２）（独）福祉医療機構 

 

 

【福祉・医療貸付事業共通】（拡充） 

療養病床のケアハウス・介護老人保健施設等への転換に係る融資につい

て、融資率（要調達額に占める融資の割合）を引き上げる等の優遇措置

を認める 

 

（各省庁・機関 

の政策評価） 

① 民業補完性 

社会福祉法人及び医療法人等は、非営利で公共性が高く、財政基盤も脆

弱であることから、民間金融市場のみによる長期資金調達は困難である。

さらに施設の特殊性及び国の政策との整合性を勘案すると、機構による長

期・固定・低利の融資を行うことで民間金融機関を質的に補完することが

必要である。 

 

② 有効性 

医療制度改革大綱（平成１７年１２月１日政府・与党医療改革協議会）の

中で『「平均在院日数の縮減」を図るため、「在宅医療・介護の連携強化
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や居住系サービスの充実を図り」、「病床転換を進める」』よう述べられ

ているのを受け、療養病床から居住系サービス施設（軽費老人ホーム（ケ

アハウス））、介護老人保健施設等への転換に係る融資について、融資率

を引き上げる等の優遇措置を図るものである。 

 

（政策評価を活

用した 19 年度

財投計画編成） 

福祉医療機構については、独立行政法人の融資等業務の見直しにおいて、

融資率の引下げ等の見直しを行うこととしており、19 年度の財投計画編成

においては、この見直しを踏まえ、縮小・重点化等を図っている。他方で、

今般の医療制度改革において、平成 19 年度より５年間で、現在 38 万床あ

る療養病床を 15 万床に削減することとされており、この転換を促進するた

めに融資を行うことは政策的意義が認められる。こうしたことから、これ

に必要な融資制度として、融資率を 90％に引き上げるとともに、貸付金利

についても財投金利と同一とする等の措置を講じた。なお、今後の動向を

勘案し、19 年度限りの措置としている。 

 

 

 

（３）地方公共団体 

 

 
【地方財政法第５条各号に規定する事業（道路・河川・上下水道

などの社会資本整備等）】 

（各省庁・機関 

の政策評価） 

① 民業補完性 

地方債は、地方公共団体が社会資本整備等を進めるために欠くことので

きない重要な財源であり、(ⅰ)災害復旧事業、国が実施方針を定めている公

共事業、国が地方公共団体の規模等にかかわらず実施を義務づけている義

務教育施設整備事業などについては、国の責任として公的資金を確保する

必要があること、(ⅱ)民間資金だけでは施設の耐用年数に見合った長期でか

つ低利の資金調達に限界があることから、地方債の原資として一定量の公

的資金が必要。 
 
② 有効性 

 地方公共団体は、国と同様、公共投資等の実施主体として、生活環境の

整備、国土の均衡ある発展などの政策目標の実現のため、地方財政計画等

を踏まえ、国庫補助事業や地域の実情に即した地方単独事業の実施により、

道路、河川、上下水道などの社会資本整備等を行っていく必要がある。 
 
③ その他（財務の健全性への影響等） 

地方公共団体が発行する地方債は、債務不履行となったことはなく、今

後も確実に償還されるものである。 
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（政策評価を活

用した 19 年度

財投計画編成） 

民間金融機関では供給困難な長期・低利の資金を地方公共団体に融資す

ることを通じて、地域に密着した社会資本整備等に貢献しているものと認

められるが、地方公共団体ごとの資金調達能力及び資金使途を踏まえた重

点化が重要である。このような観点から、地方公共団体ごとの資金調達能

力及び資金使途に着目した重点化を図り、真に必要な資金需要には適切に

対応したところである。 

なお、財政状況が厳しい地方公共団体に対して、19 年度から３年間の臨

時特例措置として、新たな行政改革の実施等を要件に、財政融資資金から

の金利５％以上の貸付について、補償金を免除した繰上償還を認めること

としており、その規模は３年間で最大３兆 3，000 億円程度と見込んでいる。

また、同時に、貸し手による借り手の情報共有の充実を図る等、地方公共

団体の財務規律向上のため、所要の措置を講じることとしている。 

 

 

 

 

３．財政融資資金貸付金残高の圧縮・証券化の実施 

  

昨年７月に閣議決定された「基本方針 2006」においては、「『行革推進法』に基づ

き、平成 27 年度末に国の資産規模対ＧＤＰ比の半減を目指し、国の資産を約 140 兆

円規模で圧縮する」こととされており、これを踏まえ、国の資産の大宗を占める財政

融資資金貸付金については、130 兆円超の圧縮を実現することとされている。 

これを受け、平成 19 年度財投編成では、対象事業の重点化・効率化等により財政

融資資金貸付金約 23 兆円の圧縮を図ったところである。このうち、一時的要因（郵

政公社向け貸付金の償還等）を除くと 10 兆円程度の圧縮となるが、こうした努力を

継続すれば、27 年度末までに 110 兆円程度の圧縮が見込まれる。残り 20 兆円程度の

圧縮については、①財投対象事業の一層の重点化・効率化、②財政融資資金貸付金の

証券化の積極的な実施、③政府保証の一段の活用により、確実に実現する方針である。 

このうち、財政融資資金貸付金の証券化については、19 年度から実施できるよう本

通常国会において法的手当てを行うとともに、19 年度予算において 2,000 億円規模の

証券化を実施しうるために必要な経費を確保した。実際の証券化規模は、市場の状況

等を見ながら適切に判断することとしている。 
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